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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マルチテナント環境でカスタマイズ可能なデータを処理するコンピューティング装置に
おいて少なくとも一部で実行される方法であって、
　前記方法は、
　テナントからデータの要求を受信するステップと、
　要求データに関連付けられるエントリがキャッシュストアに記憶されているか否かを判
定するステップと、
　前記要求データに関連付けられるエントリがキャッシュストアに記憶されているとの判
定がなされる場合に、前記エントリが削除センチネルであるか、またはシステムセンチネ
ルであるかを判定するステップであって、前記削除センチネルは、前記エントリに関連付
けられる要求データが前記キャッシュストアに存在しないことを示し、前記システムセン
チネルは、前記エントリが任意の要求テナントに提供されうる非カスタマイズデータに関
連付けられることを示し、前記エントリが削除センチネルでもシステムセンチネルでもな
い場合に、前記エントリは、前記テナント用にカスタマイズされたデータに関連付けられ
る、ステップと、
　前記エントリが削除センチネルであると判定される場合に、存在しないデータであると
いう通知を要求テナントに提供するステップと、
　前記エントリがシステムセンチネルであると判定される場合に、前記キャッシュストア
から要求されたシステムデータを取り出して、前記要求されたシステムデータを前記要求
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テナントに提供するステップであって、前記取り出された要求されたシステムデータの単
一のコピーが任意の要求テナントのために前記キャッシュストアに記憶される、ステップ
と、
　前記エントリが削除センチネルでもシステムセンチネルでもないと判定される場合に、
要求されたカスタマイズデータを前記キャッシュストアから取り出すステップと、
　前記要求データに関連付けられるエントリが前記キャッシュストアに格納されていない
場合に、
　　前記データが前記テナントに関連付けられたデータストアに存在するか否かを判定す
るステップと、
　　前記データが前記テナントに関連付けられたデータストアに存在しない場合、前記キ
ャッシュストアに削除センチネルエントリを記憶し、存在しないデータであるという通知
を前記要求テナントに提供するステップと、
　　前記データが、前記テナントに関連付けられたデータストアに存在し、および前記テ
ナント用にカスタマイズされたデータである場合、前記キャッシュストアにカスタマイズ
データを記憶し、カスタマイズデータを要求テナントに提供するステップと、
　　前記データが、前記テナントに関連付けられたデータストアに存在し、およびシステ
ムレベルデータである場合、前記キャッシュストアにシステムセンチネルおよびシステム
レベルデータを記憶し、システムレベルデータを任意の要求テナントに提供するステップ
と、
　前記要求されたカスタマイズデータを前記要求テナントに提供するステップと
　を備えることを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記カスタマイズデータは、前記要求に関連付けられたデータキーおよびテナント識別
子に基づいて前記要求テナントに提供されることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　テナントによりカスタマイズされたデータは、そのテナントのみがアクセス可能である
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　あるテナントが別のテナントによりカスタマイズされたデータにアクセスできるように
するステップをさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記カスタマイズ可能なデータは、メタデータ、ユーザインタフェースフォーム、ユー
ザインタフェースビュー、拡張プラグイン、通信パラメータのうちの少なくとも１つを含
むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記データのカスタマイズ状態は、カスタマイズレベル属性として記憶されることを特
徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　マルチテナントビジネスアプリケーション環境でカスタマイズ可能なデータを処理する
ためのシステムであって、
　キャッシュストアと、
　前記キャッシュストアに結合されるプロセッサであって、前記キャッシュストアは、キ
ャッシングモジュールを含むコンピュータ実行可能命令を含む、プロセッサと
　を備え、
　前記キャッシングモジュールは、前記プロセッサによって実行されると、前記プロセッ
サに、
　　要求レコードに関連付けられるエントリが前記キャッシュストアに記憶されているか
否かを判定するステップと、
　　前記エントリが記憶されており、かつ削除センチネルであるとの判定に応答して、存
在しないレコードであるという通知を要求テナントに提供するステップと、
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　　前記エントリが記憶されており、かつシステムセンチネルであるとの判定に応答して
、前記キャッシュストアから前記要求レコードを取り出し、前記要求レコードを前記要求
テナントに提供するステップであって、前記システムセンチネルは、前記エントリが任意
の要求テナントに提供されうる非カスタマイズデータに関連付けられることを示し、前記
レコードの単一のコピーが任意の要求テナント用に前記キャッシュストアに記憶される、
ステップと、
　　前記要求レコードに関連付けられるエントリが前記キャッシュストアに記憶されてい
ない場合に、前記データが前記テナントに関連付けられるデータストアに存在するか否か
を判定するステップと、
　　　前記データが前記テナントに関連付けられるデータストアに存在しない場合に、削
除センチネルエントリを前記キャッシュストアに記憶し、存在しないデータであるという
通知を前記要求テナントに提供するステップと、
　　　前記データが前記テナントに関連付けられるデータストアに存在し、かつ前記テナ
ント用にカスタマイズされたデータである場合に、カスタマイズデータを前記キャッシュ
ストアに記憶し、前記カスタマイズデータを要求テナントに提供するステップと、
　　　前記データが前記テナントに関連付けられるデータストアに存在し、かつシステム
レベルデータである場合に、システムセンチネルおよびシステムレベルデータを前記キャ
ッシュストアに記憶し、システムレベルデータを任意の要求テナントに提供するステップ
と、
　　前記エントリが記憶されており、かつ前記削除センチネルでも前記システムセンチネ
ルでもないという判定に応答して、カスタマイズされた要求レコードを要求テナントに提
供するステップ
　を含む方法を行わせるように構成される、ことを特徴とするシステム。
【請求項８】
　前記キャッシュストアに前記要求レコードに関連付けられるエントリが存在しないとの
判定に応答して、前記要求レコードが前記テナントに関連付けられるデータストアに存在
するか否かを判定するステップと、
　前記レコードが存在しないこと、および前記レコードが存在するが、そのレコードのカ
スタマイズレベルの値に基づいて前記テナントによって削除されてしまったと示されてい
ることのうちの１つを判定することに応答して、前記キャッシュストアに削除センチネル
エントリを記憶し、存在しないレコードであるという通知を前記要求テナントに提供する
ステップと、
　前記レコードが前記テナントに関連付けられるデータストアに存在し、かつ前記テナン
ト用にカスタマイズされたレコードであるとの判定に応答して、前記キャッシュストアに
カスタマイズされたレコードを記憶し、前記カスタマイズされたレコードを要求テナント
に提供するステップと、
　前記レコードが前記テナントに関連付けられるデータストアに存在し、かつシステムレ
ベルレコードであるとの判定に応答して、前記キャッシュストアにシステムセンチネルお
よび前記システムレベルレコードを記憶し、前記システムレベルレコードを任意の要求テ
ナントに提供するステップと
　をさらに含むことを特徴とする請求項７に記載のシステム。
【請求項９】
　前記レコードに関連付けられるエントリの一部として、前記取り出されたレコードのカ
スタマイズ状態を示すカスタマイズレベル属性を前記キャッシュストアに記憶するステッ
プをさらに含むことを特徴とする請求項８に記載のシステム。
【請求項１０】
　カスタマイズレベル属性は、前記要求レコードに関連付けられる属性テーブルに記憶さ
れることを特徴とする請求項８に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記プロセッサは、前記要求テナントと通信するＣＲＭシステムに関連付けられるビジ
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ネスアプリケーションモジュールを実行するようにさらに構成されることを特徴とする請
求項７に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記要求テナントに関連付けられる前記データストアは、単一のテナントに割り当てら
れた個々のデータベースおよび複数のテナントに割り当てられたデータベースの一部の１
つであることを特徴とする請求項７に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記キャッシングモジュールは、レコード識別子および各テナントのテナント識別子に
基づいて、テナントが他のテナントとカスタマイズレコードを共有できるようにさらに構
成されることを特徴とする請求項７に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記キャッシングモジュールは、有効期限、テナント要求、前記テナントに関連付けら
れるデータストアからの変更の通知のうち少なくとも１つに基づいて、前記キャッシュス
トアの要求データに関連付けられるエントリを更新するステップを含む方法を前記プロセ
ッサに実行させるようにさらに構成されることを特徴とする請求項７に記載のシステム。
【請求項１５】
　マルチテナントビジネスアプリケーション環境でカスタマイズ可能なデータを処理する
命令を記憶するコンピュータ読み取り可能な記憶媒体であって、
　前記命令は、コンピュータによって実行されると、コンピュータに、
　テナントからのデータの要求を受信することに応答して、要求データに関連付けられる
エントリがキャッシュストアに記憶されているか否かを判定するステップと、
　前記エントリが記憶されており、かつ削除センチネルである場合に、存在しないデータ
であるという通知を前記要求テナントに提供するステップであって、前記削除センチネル
は、前記エントリに関連付けられる要求データが前記キャッシュストアに存在しないこと
を示す、ステップと、
　前記エントリが記憶されており、かつシステムセンチネルである場合に、各要求に対し
てテナントのデータストアから前記データを取り出さなくても、前記要求データを複数の
要求テナントに利用可能にするステップであって、前記システムセンチネルは、前記エン
トリが任意の要求テナントに提供されうる非カスタマイズデータに関連付けられることを
示す、ステップと、
　前記要求データに関連付けられるエントリがキャッシュストアに記憶されておらず、お
よび前記要求データが前記テナントに関連付けられるデータストアから利用可能である場
合に、
　　前記テナントに関連付けられるデータストアからデータを取り出すステップと、
　　前記取り出されたデータのカスタマイズレベルを判定するステップと、
　　前記データがカスタマイズされている場合に、カスタマイズデータを要求テナントに
のみ提供するステップと、
　　前記データがカスタマイズされていない場合に、カスタマイズされていないデータを
任意の要求テナントに利用可能にするステップであって、前記カスタマイズされていない
データの一つのコピーだけがキャッシュストアに記憶される、ステップと、
　前記エントリが、記憶されており、および削除センチネルでもシステムセンチネルでも
なく、および前記テナント用にカスタマイズされた要求データである場合に、前記カスタ
マイズデータを要求テナントにのみ利用可能にするステップと
　を含む方法を実行させることを特徴とするコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。
【請求項１６】
　前記取り出されたデータがカスタマイズされていない状態であることを示すシステムセ
ンチネルを前記キャッシュストアに記憶するステップをさらに含むことを特徴とする請求
項１５に記載のコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。
【請求項１７】
　前記テナントは、ＣＲＭシステムに参加する組織および組織のメンバーのうちの１つに
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対応付けられることを特徴とする請求項１５に記載のコンピュータ読み取り可能な記憶媒
体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、マルチテナント環境でカスタマイズ可能なデータを処理する方法およびシス
テムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＣＲＭ（Customer Relationship Management）ソリューションは、購入による最初のコ
ンタクトや販売後のコンタクトから明確な顧客像を作成し、維持するのに必要なツールお
よび機能を提供する。複雑な組織に対して、ＣＲＭシステムは、営業組織が新規顧客を対
象として、販売キャンペーンを管理し、販売活動を促進する方法の改善を支援する特徴や
機能を提供することができる。ＣＲＭシステムは、組織内部または組織外部のユーザが個
々に使用する、もしくは共有で使用する多くのコンポーネント、ハードウェア、ソフトウ
ェアを含むことができる。
【０００３】
　したがって、典型的なＣＲＭシステムは、複数の組織（「テナント」）をホスティング
する。各テナントは、エンティティ、属性、関連、フォーム、ビュー、コードレベル拡張
プラグインなどを追加／削除／変更することで各自のＣＲＭシステムをカスタマイズする
ことができる。さまざまなテナントが行うカスタマイズを分類するために、カスタマイズ
を１つのデータベースか複数のデータベースのいずれかにある別個のテーブルに分割する
ことができる。データの分割（partitioning）にもかかわらず、実行時にできるだけ多く
のカスタマイズされていないがカスタマイズ可能な情報を共有して、必要メモリを最小化
し、パフォーマンスを改善することが望ましい。
【発明の概要】
【０００４】
　この概要は、以下の「発明を実施するための形態」でさらに説明する概念の選択を簡略
化した形式で紹介するものである。この概要は、特許請求の範囲に記載される主題の主要
な特徴または必須の特徴を特定するものではなく、また当該主題の範囲を決定するのを支
援するものでもない。
【０００５】
　本実施形態は、マルチテナントデータ共有環境におけるメモリおよびパフォーマンスの
最適化のために共有・カスタマイズ可能なデータをキャッシングすることを対象とする。
テナントデータのカスタマイズ状態を示す属性はキャッシュストアに記憶されて、システ
ムが個々のテナントデータストアからテナントにデータを提供でき、同時に要求データを
キャッシングすることができる。要求データがすでにキャッシングされている場合には個
々のデータストアにアクセスする必要がない。複数のテナントが各々の取り出し動作での
メモリやシステムリソースを節約するために、「システムレベル」、即ちカスタマイズさ
れていないデータの単一コピーを記憶することができる。
【０００６】
　上述および他の特徴や利点は、以下の詳細な説明や添付図面から明らかになるであろう
。上述の概要や以下の詳細な説明の両方は例に過ぎず、特許請求の範囲に記載される態様
を制限するものでない点を理解されたい。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】ＣＲＭシステムアーキテクチャの一例を示す図である。
【図２】共有・カスタマイズ可能なマルチテナントデータのキャッシングモデルの一例を
示す属性テーブルである。
【図３】共有・カスタマイズ可能なマルチテナントデータのキャッシングを実装するシス
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テムにおけるテナント要求処理のシナリオの例を示す図である。
【図４】本実施形態を実装することができるネットワーク環境の一例を示す図である。
【図５】本実施形態を実装することができるコンピュータ動作環境の一例を示すブロック
図である。
【図６】共有・カスタマイズ可能なマルチテナントデータのキャッシングプロセスの論理
フローチャートである。
【図７】図６の共有・カスタマイズ可能なマルチテナントデータのキャッシングプロセス
の一部の論理フローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　簡単に上述したように、複数のテーブルおよび複数のデータベースに記憶されるメモリ
内のカスタマイズされていないがカスタマイズ可能であるデータの共有は、単一テーブル
内のどのデータがカスタマイズされたかを追跡する能力を用いて可能になる。以下の詳細
な説明では、本明細書の一部を構成する添付図面を参照して、例として特定の実施形態ま
たは実施例を示す。これらの態様を組み合わせてもよいし、他の態様を使用してもよい。
また本明細書の開示の精神および範囲から逸脱せずに構造変更を行ってもよい。したがっ
て、以下の詳細な説明は限定的な意味でとらえるべきではなく、本発明の範囲は添付の特
許請求の範囲およびその等価物によって規定される。
【０００９】
　本実施形態は、パーソナルコンピュータのオペレーティングシステム上で実行するアプ
リケーションプログラムとともに実行するプログラムモジュールの一般的なコンテクスト
で説明するが、当業者であれば本態様は他のプログラムモジュールと組み合わせて実装す
ることもできることは理解するであろう。
【００１０】
　一般的に、プログラムモジュールは、ルーチン、プログラム、コンポーネント、データ
構造、特定のタスクを実行または特定の抽象データ型を実装する他のタイプの構造を含む
。さらに、当業者であれば、ハンドヘルド装置、マルチプロセッサシステム、マイクロプ
ロセッサベースまたはプログラム可能な家庭用電化製品、ミニコンピュータ、メインフレ
ームコンピュータなどの他のコンピュータシステム構成を用いて本実施形態を実施できる
ことは理解するであろう。さらに、通信ネットワークを介してリンクされるリモート処理
装置によりタスクが実行される分散コンピューティング環境で本実施形態を実施してもよ
い。分散コンピューティング環境では、プログラムモジュールはローカル記憶装置および
リモート記憶装置の両方に配置することができる。
【００１１】
　本実施形態は、コンピュータプロセス（方法）、コンピュータシステムとして、または
コンピュータプログラム製品もしくはコンピュータ可読媒体などの製造物品として実装し
てもよい。コンピュータプログラム製品は、コンピュータシステムにより読み取り可能で
あり、コンピュータプロセスを実行するための命令のコンピュータプログラムを符号化す
るコンピュータ記憶媒体としてもよい。また、コンピュータプログラム製品は、コンピュ
ーティングシステムにより読み取り可能であり、コンピュータプロセスを実行するための
命令のコンピュータプログラムを符号化するキャリアで信号を伝播してもよい。
【００１２】
　図１は、ＣＲＭシステム１００のアーキテクチャの一例を示す。ＣＲＭシステム１００
は、ＣＲＭアーキテクチャの「スタック」内の４つの物理層を用いて実装することができ
る。これらの層は、データおよびユーザインタフェースをユーザに提示する（例えば、ウ
ェブベースの提示）ためのプレゼンテーション層１０２と、電子メールアプリケーション
、スケジューリングアプリケーションおよびカレンダアプリケーションなどのアプリケー
ションと対話するためのアプリケーション層１０４とを含む。さらに、これらの層は、ビ
ジネスロジックまたはドメインロジックを動作させるＣＲＭプラットフォーム１０６と、
１つまたは複数のデータベースサーバ１１４との対話を管理するためのデータアクセス層
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１０８とを含む。
【００１３】
　１つまたは複数の層を組み合わせてもよいし、また各々がデータアクセスのための個々
のプロセス空間にあるデータ管理層およびデータ記憶層などの個々の副層を備えてもよい
。１つまたは複数のディレクトリサーバ１１２は、製品内部のセキュリティプリンシパル
、役割、グループを識別するためのディレクトリサービスを提供することができる。１つ
または複数のアプリケーションサーバ１１６は、上述したような補助サービスを提供でき
る。
【００１４】
　図２は、共有・カスタマイズ可能なマルチテナントデータのキャッシングモデルの属性
テーブル２００の例を示す。ＣＲＭシステム内のカスタマイズ可能なデータの各々のタイ
プ（例えば、エンティティ、属性、関係）はそれ自身のプロパティを有し、したがって、
それ自身のテーブル（例えば、エンティティテーブル、属性テーブル、関係テーブル）内
に記憶される。マルチテナントＣＲＭシステムでは、各テナントはカスタマイズ可能なデ
ータの各々のタイプに対してそれ自身のテーブルを有することができる。例えば、各テナ
ントは、エンティティテーブル、属性テーブル、関係テーブルを有することができる。
【００１５】
　本実施形態のＣＲＭシステムは、カスタマイズ可能なデータ（「システム」または「カ
スタマイズされていない」データ）の初期セットを提供することもできる。この初期デー
タセットは、ＣＲＭシステム内の各テナントがインストールおよび構成時に開始するデー
タセットである。カスタマイズデータは頻繁にアクセスされるので、そのデータは効率的
な方法で各組織のメモリ内にキャッシングされることができる。このデータの多くは、多
くのテナントにわたって同じ状態のまま維持することができる。したがって、本実施形態
は、システムデータを共有すると同時に、特定のテナントによりカスタマイズされるデー
タのプライベート・コピーを維持するアプローチを提供する。
【００１６】
　ＣＲＭシステムでは、メモリ内キャッシングは以下の事項に適用することができる。　
・メタデータカスタマイズ（エンティティ、属性、関係など）
・ユーザインタフェースカスタマイズ（フォーム、ビューなど）
・ＳＤＫ（Software Development Kit）カスタマイズ（ＳＤＫ要求／応答など）
・コードレベルカスタマイズ（拡張プラグインなど）
【００１７】
　いくつかの実施形態によれば、共有・カスタマイズ可能なマルチテナントデータは、デ
ータ行の「カスタマイズレベル（customization level）」を追跡することにより対処す
ることができる。この情報は、行が共有行であるか否か、顧客からの新規行であるか否か
、カスタマイズされた共有行であるか否か、削除された共有行であるか否かを判定する。
その後、この情報を使用して、どの情報を共有できるか判定する。図２のテーブル２００
は、この「カスタマイズレベル」の概念を示す。
【００１８】
　テーブル２００は、第１の列に属性識別子２２１、第２の列に属性名２２２、第３の列
にデータ長２２３を含む。エンティティ識別子２２４および２つの属性のヌル可能（null
able）２２５、カスタムフィールド２２６がその次の列にくる。最後の列は、カスタマイ
ズレベル属性２２７のリストを含む。「CustomizationLevel」の０は「システム」（シス
テムレベルデータ）を意味し、１は「カスタム」（データは特定のテナントに対して新規
である、またはシステムデータの変更である）を意味し、２は「削除済み」を意味する。
【００１９】
　テーブル２００の例では、「Ｒｅｖｅｎｕｅ」の属性（行２３１に示される元の属性、
行２３２に記載される更新バージョン）は削除され、「ｎａｍｅ」の属性（行２３３に示
される元の属性、行２３４に記載される更新バージョン）はカスタマイズされており、「
Ｎｅｗ＿ｆｉｅｌｄ」の属性は（行２３５に記載されているように）テナントにより作成
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されている。「カスタマイズレベル」が０のデータは、カスタマイズされていないデータ
であり、したがって、テナント全体にわたって「共有可能」である。
【００２０】
　ＣＲＭシステムがキャッシュからカスタマイズ可能なデータの一部を取り出す必要があ
る場合、キャッシュは最初にデータのその一部が特定のテナントのデータベースからすで
に取り出されたか否かを判定する。データが以前に取り出されていない場合、キャッシュ
はデータのその一部を取り出す。次に、キャッシュは取り出したデータのその一部の「カ
スタマイズレベル」を見る。「カスタマイズレベル」が０の場合、キャッシュはシステム
データがすでにキャッシュ内にあるか否かを判定するためにチェックを行い、キャッシュ
内にない場合はキャッシュにシステムデータを追加する。次に、キャッシュは、このデー
タがこのテナントに対して再び要求される場合、キャッシュストアからシステムデータを
代わりに取り出すべきであることをキャッシュに指し示す「システムセンチネル（system
 sentinel）」を挿入する。データ片の「カスタマイズレベル」が１である場合、キャッ
シュはデータを特定のテナント用にキャッシュストアに挿入する。データ片の「カスタマ
イズレベル」が２である場合、データはキャッシュに追加されない。その代わりに、この
データ片が再びこのテナントに対して要求される場合、データが存在しないという通知を
キャッシュが返すべきであるということをキャッシュに指し示す「削除センチネル（dele
te sentinel）」が追加される。
【００２１】
　図３は、共有・カスタマイズ可能なマルチテナントデータのキャッシングを実装するシ
ステムにおけるクライアント要求処理のシナリオの例を示す図である。テーブル３７０の
シナリオの例が、共有データキャッシングシステム３００の例と共に示されている。
【００２２】
　本実施形態による動作が、テナントに関連するクライアント３４２からのＣＲＭシステ
ム内で受信されるデータ要求（３５４）から始まる。クライアントは、クライアント装置
またはクライアントアプリケーションを介して、システムにアクセスするＣＲＭシステム
の任意の（内部または外部の）ユーザとしてもよい。上述したように、各テナントをカス
タマイズ可能な共有データに関連付けることができ、そのデータの一部をカスタマイズし
ないで（システムレベル）、他の部分を特定のテナントによりカスタマイズすることがで
きる。さらに、テナントのデータの一部をシステム内で削除することができる。ＣＲＭシ
ステムは、テナントＡ用のデータベース（Ａ）３４６、テナントＢ用のデータベース（Ｂ
）３４８、テナントＣ用のデータベース（Ｃ）３５０などの各テナント用の個々のデータ
ベースを含むことができる。ＣＲＭシステムは、さらに個々のテナントに割り当てられる
データベースの一部を有する単一のデータベースを含むことができる。
【００２３】
　ＣＲＭシステムキャッシュ３４４で要求が受信されると、キャッシュ３４４は要求デー
タが以前に要求テナントのデータベースから取り出されたか否かを判定し、以前に取り出
された場合、要求データに対してどんなカスタマイズレベルの属性であるかを判定する。
キャッシュ３４４は、キャッシュストア３６２を用いてチェックすることにより（参照符
号３６０で示すように）データがすでに取り出されたか否かを判定する。
【００２４】
　データが以前に取り出されていない場合、キャッシュ３４４は関連データベースにアク
セスして、データを取り出すか、またはデータがデータベース内にもう存在しないことを
判定する（通信３５６、３５８）。データが以前に取り出され、このテナントの「システ
ムセンチネル」属性としてキャッシュ内に記憶されている場合、このテナントはシステム
レベルのデータ（カスタマイズされていない）を要求し、それでキャッシュがシステムレ
ベルの（カスタマイズされていない）データをキャッシュストアから取り出して、要求テ
ナントにそのデータを提供することになる。データが初めて取り出され、データのカスタ
マイズレベルがこのテナントのデータはシステムレベルの（カスタマイズされていない）
データであることを示す場合、システムレベルデータがキャッシュストア３６２内になけ
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れば、キャッシュ３４４はシステムレベルデータをキャッシュストア３６２に追加するこ
とになる。さらに、「システムセンチネル」属性がこのテナント用にキャッシュストア３
６２内に挿入される。「システムセンチネル」属性により、キャッシュは特定のデータを
要求する任意のクライアントに対して、各テナント用にそのデータの複数のコピーを記憶
しなくても、システムレベルの（カスタマイズされていない）データを提供することがで
きる。データがカスタマイズされている場合は、キャッシュは直接このカスタムデータを
そのテナント用に記憶する。このことにより、キャッシュはカスタマイズデータを認識し
、そのデータを要求テナントに提供することができる。さらに、要求データがテナントの
データベースにもう存在しない場合には、「削除センチネル」属性がキャッシュストアに
挿入されて、先の要求時に、まずテナントのデータベースをチェックしなくても、このデ
ータがそのテナントにもう存在しないことを要求クライアントに示すことができる。
【００２５】
　さらに、システムは（同じタイプのカスタマイズを使用する複数のテナントの場合には
）特定のタイプのカスタマイズのための属性を認識し、割り当てることができる。このと
き、キャッシュはローカルストア内に各カスタマイズデータの１つのコピーを記憶し、カ
スタマイズのタイプの属性に基づいて要求テナントにそのコピーを提供することができる
。
【００２６】
　テーブル３７０のシナリオの例では、第１の行の第１のシナリオによれば、テナントＡ
がキー１を有するデータを要求している。キャッシュ３４４はキャッシュストア（３６２
）にアクセスし、このテナントのキャッシュ内にキー１を有するアイテムのエントリがな
いことを見い出す。キャッシュ３４４はデータベース（Ａ）３４６にアクセスし（３５６
）、データを取り出し、データのカスタマイズレベルが１である（カスタマイズされてい
る）ことを通知し、直接そのデータを要求テナント用にキャッシュストア３６２内に記憶
し、その後、取り出されたデータを要求テナントＡに提供する。
【００２７】
　第２の行の第２のシナリオによれば、テナントＡはキー２を有するデータの別の部分を
要求している。データは以前に取り出されているので、キャッシュストア３６２内で見つ
けられるが、キャッシュ内のデータはこのテナント用の「システムセンチネル」である。
したがって、キャッシュはシステム（カスタマイズされていない）データをデータベース
（Ａ）３４６から取り出さなくても、キャッシュストアから取り出し、そのデータをテナ
ントＡに返す。
【００２８】
　第３の行の第３のシナリオによれば、テナントＡはキー３を有するデータの別の部分を
要求している。データは以前にデータベース（Ａ）３４６から削除され、その表示が「削
除センチネル」属性を使用してキャッシュストア３６２内に記憶される。キャッシュ３４
４は、データベース（Ａ）３４６をチェックしなくても、テナントＡに要求データがもう
存在しないという通知を提供する。
【００２９】
　第４の行の第４のシナリオによれば、テナントＢはキー３を有するデータを要求してい
る。このデータはテナントＢにより取り出されておらず、したがって、キャッシュ３４４
はデータベース（Ｂ）３４８にアクセスし（３５８）、キャッシュはデータベース（Ｂ）
３４８内のデータのカスタマイズレベルが１であり、テナントＢがそのデータをカスタマ
イズしたと見なすので、データを取り出し、キャッシュストア３６２内に記憶し、その後
、そのデータを要求テナントＢに提供する。
【００３０】
　第５の行の第５のシナリオによれば、テナントＣはキー２を有するデータを要求してい
る。テナントＣは以前にこのデータを要求したことがあり、キャッシュはデータベース（
Ｃ）３５０からデータを取り出し、カスタマイズレベルが（システムデータ用の）０であ
ることを通知し、このアイテム用にシステムセンチネルを挿入したことがある。カスタマ
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イズされていないデータは以前にテナントＡ用に取り出されているので、キャッシュスト
ア３６２内で見つけられる。このデータはシステムレベルのデータであるため、全てのテ
ナントで共有され、キャッシュストアがキー２を有するデータについてテナントＣ用の「
システムセンチネル」を有するため、テナントＡにより取り出されたシステムデータは、
データベース（Ｃ）３５０から取り出さなくてもテナントＣに提供することができる。
【００３１】
　図３の共有・カスタマイズデータのキャッシングシステムおよびシナリオは、説明のた
めの例である。共有・カスタマイズデータをキャッシングするシステムは、本明細書で説
明した原理を使用した追加のコンポーネントまたはより少ないコンポーネントを使用して
実装してもよい。本明細書で示したのと同様のシステムでは、カスタマイズ可能なデータ
をキャッシングし、テナントに提供するのに他のシナリオも可能である。
【００３２】
　図４は、本実施形態を実装できるネットワーク環境の一例を示す。ＣＲＭシステム／ア
プリケーションおよび共有・カスタマイズ可能なデータのキャッシングは、単一のコンピ
ューティング装置上でローカルに、または多数の物理もしくは仮想クライアントおよびサ
ーバ全体にわたる分散方式で実装してもよい。また、ＣＲＭシステム／アプリケーション
および共有・カスタマイズ可能なデータのキャッシングは、クラスタ化されていないシス
テムあるいは１つまたは複数のネットワーク（例えば、ネットワーク４９０）経由で通信
する多数のノードを使用するクラスタ化されたシステムで実装してもよい。
【００３３】
　このようなシステムは、サーバ、クライアント、インターネットサービスプロバイダ、
通信媒体の任意のトポロジを備えることができる。さらに、システムは、静的または動的
トポロジを有してもよい。用語「クライアント」は、クライアントアプリケーションまた
はクライアント装置を示す。共有・カスタマイズ可能なデータのキャッシングを実装する
ネットワーク化されたシステムはさらに多くのコンポーネントを必要とするが、関連する
コンポーネントは図面と併せて説明する。
【００３４】
　ＣＲＭシステムに関連付けられるアプリケーションは、個々のクライアント装置４８１
～４８３で実装し、サーバ４９２で実行し、クライアント装置（またはアプリケーション
）のいずれからでもアクセスできる。同様に、ＣＲＭシステムに関連付けられた共有・カ
スタマイズ可能なデータのキャッシングサービスは、クライアント装置のうちの１つでロ
ーカルに、またはより典型的には、１つまたは複数のサーバ（例えば、サーバ４９２）で
実行し、クライアント装置（またはアプリケーション）によりアクセスすることができる
。
【００３５】
　ＣＲＭシステム内の共有・カスタマイズ可能なデータのキャッシングに関連付けられた
データストアは、データストア４９６などの単一のデータストアで具現化してもよいし、
個々のクライアント装置、サーバなどの関連付けられた多数のデータストア全体にわたっ
て分散してもよい。専用データベースサーバ（例えば、データベースサーバ４９４）を使
用して、このような１つまたは複数のデータストアにおけるデータ取り出しや記憶を調整
してもよい。
【００３６】
　ネットワーク４９０は、企業ネットワークなどの安全なネットワーク、無線オープンネ
ットワークなどの安全とはいえないネットワーク、またはインターネットを含むことがで
きる。ネットワーク４９０は、本明細書内で示したノード間の通信を提供する。例えば、
ネットワーク４９０は、有線ネットワークまたは直接有線接続などの有線媒体および音響
、ＲＦ、赤外線および他の無線媒体などの無線媒体を含むことができるが、これらに限ら
れるわけではない。
【００３７】
　コンピューティング装置、アプリケーション、データソース、データ分散システムの多
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くの他の構成を使用して、共有・カスタマイズ可能なマルチテナントデータのキャッシン
グを実装してもよい。さらに、図４で示されたネットワーク環境は例に過ぎない。本実施
形態は、例示したアプリケーション、モジュール、またはプロセスに限られるわけではな
い。
【００３８】
　図５およびその関連する説明は、本実施形態を実装できる適切なコンピューティング環
境の簡単な概略を提供するためのものである。図５は、コンピューティング装置５００の
ようなコンピュータ動作環境の一例のブロック図を示す。基本構成では、コンピューティ
ング装置５００は、ＣＲＭサービスと共同して共有・カスタマイズ可能なデータのキャッ
シングを提供するサーバまたはクライアント装置とすることができ、典型的には少なくと
も１つの処理ユニット５０２とシステムメモリ５０４とを含むことができる。コンピュー
ティング装置５００は、さらにプログラムを実行するのに協働する複数の処理ユニットを
含んでもよい。構成の精密さやコンピューティング装置のタイプに応じて、システムメモ
リ５０４は揮発性（ＲＡＭなど）、不揮発性（ＲＯＭ、フラッシュメモリなど）、または
何らかの２つの組み合わせとすることができる。システムメモリ５０４は、典型的には、
ネットワーク化されたパーソナルコンピュータの動作を制御するのに適したオペレーティ
ングシステム５０５、例えば、本件特許出願人のＷＩＮＤＯＷＳ（登録商標）オペレーテ
ィングシステムを含む。システムメモリ５０４は、さらにプログラムモジュール５０６、
ＣＲＭアプリケーション５２２、キャッシングモジュール５２４などの１つまたは複数の
ソフトウェアアプリケーションを含んでもよい。
【００３９】
　ＣＲＭアプリケーション５２２は、別個のアプリケーションにしてもよいし、コンピュ
ーティング装置５００に関連付けられたクライアントアプリケーションに顧客関係管理サ
ービスを提供するＣＲＭサービスの統合モジュールとしてもよい。キャッシングモジュー
ル５２４は、上述したように、要求データのカスタマイズレベル属性を判定すること、取
り出されたデータをキャッシングすること、要求データまたはそのデータに関する通知を
ＣＲＭアプリケーションに提供することに関連付けられたサービスを提供することができ
る。この基本構成は、図５では破線５０８内のコンポーネントにより示されている。
【００４０】
　コンピューティング装置５００は、追加の特徴や機能性を備えることができる。例えば
、コンピューティング装置５００は、さらに磁気ディスク、光ディスクまたはテープなど
の追加の（取り外し可能および／または取り外し不可能な）データ記憶装置を含むことが
できる。このような追加の記憶装置は、図５では取り外し可能な記憶装置５０９および取
り外し不可能な記憶装置５１０で示されている。コンピュータ記憶媒体は、コンピュータ
可読命令、データ構造、プログラムモジュール、またはその他のデータなどの情報を記憶
するための任意の方法または技術で実装される揮発性および不揮発性、取り外し可能およ
び取り外し不可能な媒体を含むことができる。システムメモリ５０４、取り外し可能な記
憶装置５０９、取り外し不可能な記憶装置５１０は、全てコンピュータ記憶媒体の例であ
る。コンピュータ記憶媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、フラッシュメモリもしく
はその他のメモリ技術、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ（デジタル多用途ディスク）もしくはその
他の光記憶装置、磁気カセット、磁気テープ、磁気ディスク記憶装置、もしくは他の磁気
記憶装置、または所望の情報を記憶するのに使用でき、コンピューティング装置５００に
よりアクセスできる任意の他の媒体を含むが、これらに限られるわけではない。任意のこ
のようなコンピュータ記憶媒体は、装置５００の一部としてもよい。コンピューティング
装置５００は、さらにキーボード、マウス、ペン、音声入力装置、タッチ入力装置などの
１つまたは複数の入力装置５１２を含むことができる。さらに、ディスプレイ、スピーカ
、プリンタなどの１つまたは複数の出力装置５１４を含むこともできる。これらの装置は
当分野では周知の装置であり、本明細書では詳細に述べる必要はない。
【００４１】
　コンピューティング装置５００は、さらに分散コンピューティング環境における無線ネ
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ットワーク、例えば、イントラネットまたはインターネット経由で装置５００に他のコン
ピューティング装置５１８と通信させる通信接続５１６を含むことができる。他のコンピ
ューティング装置５１８は、データアクセスおよびディレクトリサービスに関連付けられ
たアプリケーションを実行する１つまたは複数のサーバを含むことができる。通信接続５
１６は、通信媒体の一例である。通信媒体は、典型的には、キャリア波またはその他の搬
送機構などの変調データ信号のコンピュータ可読命令、データ構造、プログラムモジュー
ル、その他のデータで具現化することができ、任意の情報配信媒体を含む。用語「変調デ
ータ信号」は、１つまたは複数の自身の特性セットを有する信号であり、信号内の情報を
符号化するように変化された信号を意味する。例えば、通信媒体は、有線ネットワークま
たは直接有線接続などの有線媒体や音響、ＲＦ、赤外線、その他の無線媒体などの無線媒
体を含むがこれらに限定されない。本明細書内で使用されている用語「コンピュータ可読
媒体」は、記憶媒体および通信媒体の両方を含む。
【００４２】
　請求される主題はさらに方法を含む。方法は、本明細書で説明した構造を含む任意の多
数の手段で実装することができる。このような手段の１つは、本明細書内で説明したタイ
プの装置のマシン動作による手段である。
【００４３】
　別の随意の手段は、何かを実行する１人または複数人の操作者とともに遂行される方法
の１つまたは複数の個々の動作に対する手段である。これらの操作者は互いに同じ場所に
配置する必要はないが、各々がプログラムの一部を遂行するマシンを有するだけでよい。
【００４４】
　図６は、共有・カスタマイズ可能なマルチテナントデータのキャッシングプロセスの論
理フローチャートである。プロセス６００は、ＣＲＭサービスの一部として実装してもよ
い。
【００４５】
　プロセス６００は、動作６０２で始まる。ここで、データキーおよびテナントＩＤがテ
ナントからのデータ要求を示すＣＲＭシステムのキャッシュにより受信される。処理は、
動作６０２から決定動作６０４に進む。
【００４６】
　決定動作６０４では、要求データに関連付けられたアイテムがキャッシュ内にあるか否
かを判定する。アイテムはデータを定義する要求データの属性リストを含んでもよいし、
またはアイテムがこのテナント用に取り出されているが、すでにキャッシュ内にある共有
システムバージョンに相応することを示す「システムセンチネル」、もしくはデータがこ
のテナント用に削除されたことを示す「削除センチネル」としてもよい。アイテムがキャ
ッシュ内に存在しない場合、処理は図７のプロセス７００の動作７２０に進む。
【００４７】
　決定動作６０４においてアイテムがキャッシュ内で見い出された場合、処理は動作６０
６に進み、そこでアイテムはキャッシュストアから取り出される。処理は動作６０６から
決定動作６０８に移る。
【００４８】
　決定動作６０８において、キャッシングされたアイテムが「システムセンチネル」であ
るか否かを判定する。アイテムが「システムセンチネル」である場合、処理は動作６１０
に進み、そこでアイテムにより示されるシステムデータがキャッシュストアから取り出さ
れる。処理は動作６１０から動作６１２に移り、そこでシステムデータが要求テナントに
提供される。動作６１２の後、処理は先の動作のための呼び出しプロセスに移る。
【００４９】
　決定動作６０８での判定が否定である場合、処理は決定動作６１４に進み、そこでアイ
テムが「削除センチネル」であるか否かを判定する。アイテムが「削除センチネル」であ
る場合、処理は動作６１６に進み、そこでデータが存在しないことを示す通知が要求テナ
ントに提供される。動作６１６の後、処理は先の動作のための呼び出しプロセスに移る。
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【００５０】
　決定動作６１４での判定が否定である場合、それはキャッシュストアから取り出された
データが所与のＩＤを有するテナントに固有のカスタマイズを表すことを示す。処理は動
作６１８に進み、そこで取り出されたデータが要求テナントに提供される。動作６１８の
後、処理は先の動作のための呼び出しプロセスに移る。
【００５１】
　図７は、図６の共有・カスタマイズ可能なマルチテナントデータのキャッシングプロセ
スの一部であるプロセス７００の論理フローチャートである。
【００５２】
　プロセス７００は、プロセス６００の決定動作６０４で否定判定の後の動作７２０で始
まる。動作７２０では、要求データは要求テナントに関連付けられたデータベースから取
り出される。処理は動作７２０から決定動作７２２に進む。
【００５３】
　決定動作７２２では、要求データのカスタマイズレベルがシステムレベル、即ちカスタ
マイズされていないデータであることを示す０であるか否かを判定する。カスタマイズレ
ベルが０である場合、処理は決定部７２４に進む。
【００５４】
　決定部７２４では、キャッシュはキャッシュストアが所与のキーを有するアイテムに対
する（カスタマイズされていない）システムデータのコピーをすでに含んでいるか否かを
判定する。キャッシュストア内にシステムデータがまだ存在しない場合には、処理は動作
７２５に進む。
【００５５】
　動作７２５では、このテナントに対して取り出されたデータが（カスタマイズされてい
ない）システムデータとしてキャッシュストア内に挿入され、今後（カスタマイズされて
いない）システムデータを要求するこのテナントまたは他のテナントに対して、データを
取り出すことができる。処理は動作７２５から７２６に進む。
【００５６】
　決定動作７２４での判定が肯定である場合、それは所与のキーに対する（カスタマイズ
されていない）システムデータがすでにキャッシュストア内に存在していることを意味す
る。処理は動作７２６に進む。動作７２６では、取り出されたデータおよび要求テナント
用にキャッシュストア内に「システムセンチネル」が挿入される。処理は動作７２６から
動作７２８に移る。
【００５７】
　動作７２８では、システムデータが要求テナントに提供される。動作７２８の後、処理
は先の動作のための呼び出しプロセスに移る。
【００５８】
　決定動作７２２での判定が否定である場合、処理は決定動作７３０に進み、そこで要求
データのカスタマイズレベルが存在しないデータであることを示す２であるか否かを判定
する。カスタマイズレベルが２である場合、処理は動作７３６に進む。
【００５９】
　動作７３６では、取り出されたデータおよび要求テナント用にキャッシュストア内に「
削除センチネル」が挿入される。この「削除センチネル」は、テナントデータベース内で
データが削除されたことを示す。処理は動作７３６から動作７３８に移る。
【００６０】
　動作７３８では、データがもう存在しないことを示す通知が要求テナントに提供される
。動作７３８の後、処理は先の動作のための呼び出しプロセスに移る。
【００６１】
　決定動作７３０での判定が否定である場合、処理は動作７３２に進み、そこで所与のキ
ーおよびテナントＩＤを有するデータが、要求テナントにカスタムなデータであることが
分かるので、このデータはキャッシュストア内に挿入される。処理は動作７３２から動作
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【００６２】
　動作７３４では、取り出されたカスタマイズデータが要求テナントに提供される。動作
７３４の後、処理は先の動作のための呼び出しプロセスに移る。
【００６３】
　プロセス６００、７００に含まれる動作は、説明を目的としたものである。共有・カス
タマイズ可能なマルチテナントデータのキャッシングは、これより少ないまたはこれに追
加したステップを有する同様のプロセスで実装してもよく、また本明細書内で示した原理
を使用した動作の異なる順序で実装してもよい。
【００６４】
　上述の明細書、例、データは、製造や実施形態の構造の完全な説明を提供するものであ
る。主題が構造的特徴および／または方法論的行為に固有の言葉で説明してきたが、添付
の請求項で定義される主題は必ずしも上述した固有の特徴または行為に限られるわけでは
ないことは理解されたい。むしろ、上述した固有の特徴や行為は、請求項や実施形態を実
装する形式の例として開示されている。

【図１】 【図２】
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